
（２）来年度からの取り組みについて

資料２



課題解決に向けた取り組み

様々な課題

実証事業よりアンケート結果より項目

・備品の運搬
・受益者負担額（参加費）

団体運営

・財源の確保

・参加費の徴収方法・人間関係やトラブルへの対応

・指導者への謝金

・活動場所の確保（時間帯含む）

・大会の対応

・部活動と連携した活動

学校（部活動）との連携 ・学校用品等の貸し借り

・学校との情報共有

・指導者の確保
指導者

・指導者との連携

・活動場所までの交通手段活動場所までの交通手段



月1回程度活動月2回程度活動月3回程度活動月4回程度活動参加生徒数及び
指導者配置人数

305,000スポーツ427,000スポーツ550,000スポーツ673,000スポーツ参加生徒数27人以上で
指導者を3人以上配置 323,000文化446,000文化569,000文化691,000文化

272,000スポーツ373,000スポーツ475,000スポーツ576,000スポーツ参加生徒数13人～26人で
指導者を２人配置 291,000文化393,000文化494,000文化596,000文化

224,000スポーツ290,000スポーツ356,000スポーツ423,000スポーツ参加生徒数5人～12人で
指導者を１人配置 245,000文化311,000文化377,000文化443,000文化

認定地域クラブ活動への補助金交付
内容：中学校における部活動等の地域展開を推進するため、真庭市が認定する地域クラブに対し、認定地域クラブの運営及び活動に対して支援を行う。
補助対象事業:認定地域クラブが休日に実施する活動に対して補助金を交付。
補助対象経費：休日の地域クラブ活動の実施に要する経費（人件費、諸謝金、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、備品費、消耗品費、

借料及び損料、保険料、雑役務費、委託費）

課題解決に向けた取り組み

総括運営を行う団体の選定
・認定地域クラブ連絡会（仮称）の開催
・真庭市地域クラブ活動に関する方針を基に各認定地域クラブ活動との共通の情報
・市・推進協議会等での決定事項等を各認定地域クラブとの情報共有及び連絡調整
・各認定クラブ活動のルールの統一化
・活動場所の確保(学校施設の一元予約) 等

課題：参加費の徴収方法、指導者への謝金、活動場所の確保（時間帯含む）

課題：財源の確保

課題：活動場所の確保、財源の確保
学校施設の優先確保、使用料減免
・認定地域クラブ活動が学校施設を使用する場合、優先して施設予約
・学校施設の利用に係る使用料を免除



各地域クラブ活動の参加費
・国が1,000円～3,000円程度の参加費を示した。

市内の認定地域クラブ活動（予定）では、2,000円／月～3,000円／月で検討中

課題解決に向けた取り組み

課題：受益者負担額

地域クラブ活動参加者支援補助金（案）での支援
内 容：地域クラブ活動に参加する中学生の参加費用負担への支援（困窮家庭対策）
対 象 者：・真庭市の住民基本台帳法の規定に基づく住民基本台帳に記載され、かつ、真庭市に居住していること。

① 生活保護世帯の生徒
② 住民税非課税世帯の生徒
③ ①②に準ずると認められる世帯の生徒（指定都市・市区町村が、以下のいずれかに該当するものとして認定）
ⅰ 児童扶養手当の支給
ⅱ 市町村民税の減免
ⅲ 国民健康保険法の保険料の減免または徴収の猶予
ⅳ 国民年金保険料の免除
ⅴ 生活保護の基準額に一定の係数を掛けたものなど、ⅰ～ⅳに準ずると認められるもの

補 助 額:地域クラブ活動に参加する生徒１人につき36,800円まで(※参加費×12月+保険料800円が上限)  ※国の基準
補助対象経費：経済的困窮世帯の生徒に係る地域クラブ活動の参加費及び保険料

課題：活動場所までの交通手段
まにわくん（幹線ルート）の活用
・学区外の活動に参加する場合は、無料で往復利用。（許可書を発行予定）
・学区内の場合は、部活動と同様（自ら行くか送迎）
※早急にルールを決め、4月までには周知します。



課題解決に向けた取り組み

課題：学校（部活動）との連携、学校用品等の貸し借り、学校との情報共有、大会の対応

「真庭市地域クラブ活動に関する方針」及び「真庭市学校部活動の在り方に関する方針」に明記
【真庭市地域クラブ活動に関する方針】
・学校との連携（活動方針や活動状況、スケジュール、中学生の活動状況に関する情報共有等）
・学校と連携を図りながら学校備品の使用及びクラブ備品の保管等のルールの設定
・指導者等の人材確保（教職員等、学校関係者の兼職兼業）
【真庭市学校部活動の在り方に関する方針】
・学習指導要領解説の一部改訂に関わる表現等の修正
・運動部方針と文化部方針を一括
・休日に学校部活動を実施しないことを明記

学校での大会出場（R８）
・R８中体連等の開催の大会へは、原則学校で出場（一部体制が整えられた活動が地域クラブ活動で出場）

共通のアプリを活用
・実証事業で活用したアプリを共有化

課題：指導者等の質の保障・量の確保

真庭市スポーツ・文化人材バンクの活用
・認定地域クラブ活動の規約に指導者、サポーターの登録を明記

指導者等研修会の開催
・人材バンクへの登録者への参加案内



真庭市・教育委員会

推進協議会

・課題の整理及び検証
・地域クラブの運営方法等の検討

総括コーディネーター・部活動コーディネーター
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（想定：真庭スポーツ振興財団）

・認定地域クラブ連絡会（仮称）の開催
・市・推進協議会等での決定事項等を各認定地域
クラブとの情報共有及び連絡調整
・共有の方向性・ルールの統一化
・活動場所の確保(学校施設の一元予約) 等
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認定
予定月

事前募集開始
予定時期

会費
※保険料は別途

活動日数
(最低活動日数)

市内中学生
参加範囲

※２
主な活動場所
(予定)※1

クラブ名
(仮の名称含む) 種目運営団体

令和8年
3月～4
月

令和８年
３月中旬

年間登録費1,200円
月会費2,000円年40回以上市内全域市内中学校他

FC.MANIWA
(フットボールクラブ．

マニワ)
サッカー

真庭スポーツ
振興財団

令和８年
３月中旬

年間登録費1,200円
月会費2,000円年40回以上市内全域市内中学校他VCまにわ

(バレーボールまにわ)
バレー
(女子)

令和８年
３月中旬

年間登録費1,200円
月会費2,000円年40回以上市内全域市内中学校他まにわVC

(まにわバレーボールクラブ)
バレー

（男子）
令和８年
３月中旬

年間登録費1,200円
月会費2,000円年40回以上市内全域

落合総合公園
勝山スポーツ公園
他

まにわS・T・Cソフトテニス

令和８年
３月中旬

年間登録費1,200円
月会費2,000円年40回以上市内全域市内中学校他MANIバド。バドミントン

令和８年
３月中旬

年間登録費1,200円
月会費2,000円年40回以上市内全域

落合中学校
白梅総合体育館

他
真庭チームハンド

ジュニアハンドボール

令和８年
３月中旬

年間登録費1,200円
月会費2,000円年40回以上市内全域市内中学校他

MANIWA
Tcubed

(マニワティーキューブド)
卓球

令和８年
３月中旬

年間登録費1,200円
月会費2,000円年40回以上市内全域久世中学校他

RiFanus
Maniwa

(リファノスマニワ)
陸上競技

令和８年
2月下旬

月会費2,000円程度
で検討中年40回以上市内全域市内中学校・ス

ポーツ施設(巡回)
真庭

ベースボールクラブ野球field of 
dreams真庭

令和８年
2月下旬

月会費2,000円程度
で検討中年40回以上市内全域市内中学校・

スポーツ施設
真庭

バスケットボールクラブ
バスケット
ボール

令和８年
３月

月会費3,000円
で検討中年24回以上市内全域

勝山文化センター
北房文化センター

等
検討中吹奏楽

真庭エスパス
文化振興財団

令和8年度からの認定地域クラブ （仮）一覧

※１ 学校施設については、今後調整していく
※２ 種目によっては、活動場所を数か所で実施。また、市外からの受け入れ可能。



その他中学生を受入団体一覧(認定地域クラブ以外)

活動費場所時間活動曜日部名運営団体種目

世帯5,000円/年+個
人5,000円/年

北房小学校
【合同】落合中学校

19：30
～
20：30

火・金曜日
【合同】
土曜日(月最終日を除く)

北房剣道スポーツ少年団
真庭市
剣道連盟

剣道

6,000円/年落合小学校
【合同】落合中学校

19：30
～
20：30

水曜日
土曜日(月最終日のみ)
【合同】
土曜日(月最終日を除く)

落合剣道部

500円/月川東小学校
【合同】落合中学校

19：00
～
20：30

水曜日
土曜日(月最終日のみ)
【合同】
土曜日(月最終日を除く)

川東剣道部

一家族6,000円/年
木山小学校
美川小学校
【合同】落合中学校

19：15
～
20：30

水曜日
土曜日(月最終日のみ)
【合同】
土曜日(月最終日を除く)

木山・美川剣道部

500円/月
旧久世高校武道場
久世中武道場
【合同】落合中学校

19：00
～
20：30

火・木
土曜日(月最終日のみ)
【合同】
土曜日(月最終日を除く)

典武館剣道部

13,000円/年勝山小学校
【合同】落合中学校

19：00
～
20：30

月・水・金曜日
【合同】
土曜日(月最終日を除く)

勝山少年剣道クラブ

7,000円/年月田小学校
【合同】落合中学校

19：00
～
20：30

月・金曜日
【合同】
土曜日(月最終日を除く)

月田少年剣道クラブ

●剣道は、地域クラブではなく、真庭市剣道連盟の活動として、スポーツ少年団に加入し、小学生とともに活動するようになります。



令和8年度の大会への出場について

運営団体
中体連大会等
出場団体

エリア真庭市認定
地域クラブ（予定）種目

真庭スポーツ
振興財団

学校落合・北房

〇サッカー
地域クラブ

久世・勝山
湯原・蒜山

各学校

〇

バレー（女子）

学校蒜山
バレー（男子）

地域クラブ蒜山以外

各学校〇ソフトテニス

各学校〇バドミントン

各学校〇ハンドボール

各学校〇卓球

各学校〇陸上競技

field of dreams 真庭
各学校〇野球

各学校〇バスケットボール

ー各学校ー剣道

真庭エスパス
文化振興財団

地域クラブ〇吹奏楽

〇中体連大会等の主要な大会には、原則学校として出場する。ただし、一部地域クラブとして出場する種目もある。
学校として出場する場合、学校の顧問が引率をする。いずれの場合も、バスの使用料は学校予算から支払う。

〇協会主催の大会等には学校としては参加せず、出場は各地域クラブの判断とする。
〇種目や指導者の状況によって、連携のために外部コーチ登録などの検討をすすめる。

20260123時点 地域クラブ活動推進協議会資料 案


